
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　　　　　　　　　　文化スポーツ局文化交流課　　　　　　　　　　　（電話番号　3986（内線）　　　　　）

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　当該調光システムは、調光盤、舞台袖操作盤、調光卓とこれらを結ぶ伝送幹線で構成されており、パナソニック株式会
社にて製作されたものである。竣工後21年が経過しており、劣化による不具合が懸念される。これらの構成機器のうち、調
光盤を除き、舞台袖操作盤、調光卓を更新し、再調整するものである。
　そのため、既設メーカー独自の技術により構成されたシステムの一部機器更新を伴う整備となることから、更新後におい
てもシステム全体の性能を保証するためには、本業務の実施に必要な技術力を有している機器製造メーカーが機器更新
に係る事業を譲渡している上記請負人でなければ、当該業務を実施することが非常に困難である。よって、上記請負人と
随意契約を締結するものである。

北区文化センターすずらんホール調光卓更新業務

パナソニックEWエンジニアリング株式会社


